
ー第６波に向けた警戒強化ー
警戒レベル２引き上げに伴う緊急メッセージ

～市民・事業者の皆様へ～

京都市内では，５週連続で感染者数が増加し，直近１週間（１月６日～１月１
２日）の新規感染者数は，８９１人と前週（１２９人）と比べて約７倍，昨年の
第５波以上のスピードで感染が拡大しており，また，感染力が高いオミクロン株
の市中感染が拡大し，まさに第６波に突入した状況となっています。病床使用率
や新規感染者数等を踏まえ，１月１２日，府の対策本部会議において，警戒レベ
ルが「レベル２」（警戒強化）に引き上げられました。

本市としましては，市民の皆様に安心いただけるよう，先手先手を打ち，保健
所体制の強化をはじめ，検査体制，医療，宿泊・在宅療養などに万全な体制を構
築するとともに，６５歳以上の高齢者の７箇月以上への前倒し，国の方針に基づ
く６５歳未満の一般の方の前倒しなど，ワクチン接種の着実な推進を図ってまい
ります。

改めてのお願いです。ご自身とご家族，大切な人の命と健康を守るため,マスク
着用，手洗い，密の回避（一密にも留意）など，市民・事業者の皆様が感染防止
対策を徹底していただきますよう，お願いします。

資料４



京都市の取組～市民の皆様が安心できるよう万全の体制を構築～

先手先手を打ち，保健所体制の強化など万全の体制を構築

➢ 感染者の推移を的確に把握し，急激な感染拡大の予兆を捉え，保健
所体制の強化を含めた臨機応変な全庁体制を確立

➢ 看護系大学との連携による応援体制（京都市版ＩＨＥＡＴ）

➢ 少しでも感染の可能性のある方に対する行政検査を速やかに実施

➢ 医療，宿泊療養について，必要な方が速やかに入院・入所できるよ
う円滑な運営に向け京都府との連携

➢ かかりつけ医等による自宅療養者の診療

➢ 京都府医師会及び京都府薬剤師会との連携による電話診療所を運営

➢ 健康観察業務における訪問看護ステーション等との連携

➢ 感染状況や病床のひっ迫状況等，正確な分かりやすい情報を市民の
皆様に提供



京都市の取組 ～新型コロナワクチン １・２回目接種～

大切な人，ご自身のためにワクチン接種をご検討ください。

➢ワクチンには，発症や重症化を予防する
高い効果が確認されています。

➢金・土・日に「京都市役所会場」で集団接種
を実施しています。（接種をお考えの方は，
本市ポータルサイトからお申込みを！）

➢身近な地域の診療所・病院等のある方は直接ご相談を。
京都府医師会の「京あんしん予約システム」や本市
ポータルサイトでの検索もご利用ください。

京都市新型コロナ
ワクチン接種
ポータルサイト

京あんしん
予約システム



６５歳以上の高齢者の接種間隔を７箇月以上に前倒しします。

京都市の取組 ～新型コロナワクチン ３回目接種～

➢ 新型コロナワクチン接種で得た免疫は徐々に効果が低下することが

示唆されています。3回目接種には感染予防効果や重症化予防効果等

を高める効果がありますので，ワクチン接種をご検討ください。

➢ 2月から対象となる方は，1月21日から順次接種券をお届けします。

主に対象となる方 3回目接種の開始時期（目安） ２回目接種

医療従事者              令和３年　１２月～   令和３年　３・４月

高齢者施設（入所者・介護スタッフ等）              令和４年　１月～   令和３年　５月

高齢者の方              令和４年　２月～   令和３年　６・７月

基礎疾患のある方   令和３年　７月

その他の方   令和３年　８月

６５歳未満の一般の方の前倒しは，国の方針に基づきワクチンを確保し，
迅速に対応します！（必要なワクチンは国，京都府に要望して確保）

７箇月以上に前倒し

６箇月以上に前倒し

参考（8箇月到達時期）

国の方針に基づき
前倒し

令和４年 ３月～

令和４年 ４月～



市民の皆様へ～基本的な感染防止対策の徹底～

基本的な感染防止対策の徹底をお願いします

➢正しいマスクの着用，こまめな手洗い
外出先での手指消毒の活用，密の回避
（一密にも留意）の徹底

➢人と人との距離を１ｍ以上確保し，
大声での会話を控えて

➢室内では適切な温度と湿度を保ち，
こまめな換気を

➢ 無症状でも感染に不安を感じる
方は，無料検査等の受診を

※ 無料検査実施事業所 市内４９箇所（1/12現在）



市民の皆様へ～医療機関への相談，外出時の注意～

体調不良を感じたら医療機関に相談を

外出時は，感染リスクを避けて慎重に行動を

➢発熱や咳など少しでも体調が悪い時は，
ためらわず医療機関に相談を

➢都道府県をまたぐ帰省や旅行，出張等では，
基本的な感染防止対策の徹底を

➢ 混雑する場所や時間を避けて行動を

➢ 高齢者施設や医療機関等への来訪の際は，
決められた感染防止対策を必ず守って



市民の皆様へ ～飲食機会での感染リスクを軽減～

飲食時の「きょうとマナー」を守りましょう。

➢適切なアクリル板や換気設備のあるお店で

➢会話の時はマスクを着用

➢食事前，退店時には手指消毒を

➢お店では大声で話さないで

➢２時間，同一テーブル４人までを目安に

➢感染防止対策が講じられている
府認証店の利用を



事業者の皆様へ～店舗や事業所等における感染防止対策～

店舗や事業所等において感染防止対策の徹底を

➢改めて,感染防止のための業種別ガイドライン等の遵守を

➢ 在宅勤務（テレワーク），時差出勤，自転車通勤等，
人との接触を低減する取組を

➢ 居場所の切り替わり（食堂，休憩室，更衣室，
喫煙所等）での感染防止対策の徹底を

➢ 特に，市民の生活・経済の安定確保に
不可欠な業務を行う事業者の方々は，
感染者が発生した場合の対応を事前に
検討・点検を


